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社会福祉法人　東京都社会福祉協議会
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住宅手当の申請をしない場合

１　ハローワーク
　　　　　①雇用保険・雇用施策の対象者かどうか確認
　　　　　②就職活動の為に登録
２　自治体等住宅手当窓口
　　　　　住宅手当の申請

３　社会福祉協議会
          総合支援資金、臨時特例つなぎ資金の申請

まずは、ハローワーク
で確認から

　（１）雇用保険（求職者給付）

　（２）雇用施策
　　　　職業訓練受講給付金
　
　（３）住宅手当・総合支援資金
　　　　臨時特例つなぎ資金　＋
　　　　住宅手当　＋　総合支援資金
　
  （４）生活保護制度
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優先順位が高い制度から順に
対象となるか確認

　利用手順２ 　優先制度３

失業･住居喪失等の状況から生活再建をめざす方へ

第二のセーフティネットのご案内

失業

雇用情
勢悪化 再

就
職

生
活
再
建

住居喪失

雇用保険（求職者給付）

第
二
の
セ
ー

フ
テ
ィ

ネ
ッ

ト

生活保護制度

総合支援資金住宅手当
臨時特例
つなぎ資金

雇用施策

臨時特例
つなぎ資金 職業訓練受講給付金

ハローワーク

雇用保険未加入
者の為の制度

上記の支援を
補完する制度

３

２

１

４

＋

＋ ＋

第二のセーフティネット１

連携して支援
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　住宅手当の窓口へ

ＳＴＡＲＴ 第二のセーフティネットを利用するには・・・

再
就
職
・
生
活
再
建

生活保護制度

雇用施策

　ハローワークへ

　Ａ　求職申込み

居住地、または居住予定地のハローワークへ

　Ｂ　雇用保険・雇用施策等の確認

　②雇用施策の対象になるか

なし

　①雇用保険受給資格はあるか

あり

対象外
利用する

利用しない

すぐに就職活動

１

２

可能性あり可能性なし

　④住宅手当の対象となる可能性がある
か

１番最初にハローワークに行った場合

　⇒「住宅手当・総合支援資金連絡票」

１番最初に住宅手当窓口・社会福祉協議会に行った場合

　⇒「求職申込み･雇用施策利用状況確認票」

★ハローワークで記載してもらう書類

上記のＡ及びＢ①②の確認状況について記
載してもらい、住宅手当の窓口又は社会福祉
協議会に持参する。

職業訓練受講給付金

雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援指示を受けて職業訓練を受講する場合で、一定の要件を満たす場合に支給される給
付金。
【給付】
  職業訓練受講手当：月額10万円、　通所手当：通所経路に応じた所定の額
【貸付】〔求職者支援資金融資〕
  単身：上限月額5万円、被扶養者あり：上限月額１0万円

住宅手当緊急特別措置事業

離職者であり、就労能力及び就労意欲のある方の内、住宅を
喪失又は喪失する恐れのある方を対象とした住宅手当の支
給と、住宅及び就労機会の確保に向けた支援。

【支給額（家賃補助）】

単身者　 　月収8.4万円以下　53,700円を上限
　　　　　  　月収8.4万円以上　支給額＝8.4万円－（月収－家賃額）
複数世帯　月収17.2万円以下　69,800円を上限
　　　　　　　月収17.2万円以上（3人以上世帯のみ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　支給額＝17.2万円－（月収－家賃額）
   　　　　　　　　※家賃額は住宅手当基準額が上限

【支給期間】　最長6ヶ月　ただし就職活動を誠実に実施している
　　　　　　　　場合3ヶ月延長可

【対象者の要件】

・平成19年10月1日以降に離職した方
・離職前に生計中心者であった方
・就労能力及び常用就職意欲があり、ハローワークに求職申
込みを行う方
・住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
・申請月の申請者及び生計を一とする同居の親族の収入の合
計額が、単身：月8.4万円＋家賃額（住宅手当基準額が上限）
未満、複数世帯：月17.2万円＋家賃額（住宅手当基準額が上
限）未満
・預貯金が単身：50万円、複数世帯：100万円以下

ハローワーク

福祉事務所

　　雇用保険（求職者給付）　　　※給付金額が少なく対象要件にあえば、住宅手当の併用もあり得る

ＧＯＡＬ

　

つなぎ

総合支援資金

住宅入居費生活支援費 一時生活再建費
生活再建に向け就職活動等を行う間の生活費
【貸付限度額】
単身：月額15万円以内の必要額
複数世帯：月額20万円以内の必要額
【貸付期間】　通算12ヶ月
　　　（初回申請期間は個別状況により別途制限あり）

敷金･礼金等住宅の賃貸契約を結ぶ為に必要な
経費
【貸付限度額】　40万円以内の必要額
　　※住宅手当の支給決定を受けて、不動産業者等
　　　に直接一括交付

低家賃住宅への転居費用、公共
料金等滞納の支払い費用、等
【貸付限度額】
　　　６0万円以内の必要額

住宅手当申請者
のみ対象

生活支援費又は住宅手当
申請者のみ対象

　社会福祉協議会へ３

臨時特例つなぎ資金

【貸付の要件】
・公的給付制度又は公的貸付制度が受理されて
おり、かつ当該給付等までの生活に困窮している
方
・本人名義の金融機関の口座を有している方
【貸付内容】
１０万円以内、無利子、連帯保証人不要
※公的給付等を申請する際に各窓口にて相談

対象：住居喪失の離職者

※各制度は対象者の要件が異なります
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対象



明らかに総合支援資金の対象とならない方

★下記の場合は、総合支援資金を利用することはできません。
　
　他の制度利用による生活再建について、ハローワークや福祉事務所でご相談ください。
　また、下記に該当しない場合でも、詳しく状況を確認した結果、貸付対象とならないこともあります。
　お住まいの区市町村の社会福祉協議会でご相談いただき、貸付要件の確認をすることになります。

○常用就職をめざして就職活動を行うことが不可能、又はその予定がない方

○自営業または会社等経営者の方

○多額の負債がある方

○失業給付の受給中、及び受給資格がある方

○生活保護受給中、及び受給後就労自立していない方

○公的年金受給中、及び受給資格がある方

○職業訓練受講中、及び今後受講予定がある方

○離職者支援資金又は総合支援資金を１２か月借入れ、完済していない方

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
　である者が属する世帯の方

★貸付対象世帯については、別途「総合支援資金を利用して生活再建に向けた取り組みを
　される方へ」をご覧下さい。ここでは、明らかに対象外の方について記載しています。
　

―相談先ー ★お住まいの地域　または　これから住む予定の地域の相談先は・・・

ハローワーク

住宅手当の窓口

社会福祉協議会



　東京都内　第二のセーフティネットの各事業ごとの連絡先　　（平成２３年１２月現在）

社会福祉協議会

電話番号 実施主体名 問い合わせ先 電話番号 安定所名 電話番号

03-5282-3711 千代田区 保健福祉部福祉総務課 03(5211)4210

03-3206-0506 中央区 福祉保健部生活支援課 03(3546)5208

03-3812-3170 文京区 福祉部生活福祉課 03(5803)1825

大島 04992-2-3773

利島村 04992-9-0018

新島村 04992-5-1239

神津島村 04992-8-0819

三宅島 04994-5-7051

御蔵島村 04994-8-2508

八丈町 04996-2-2609

青ヶ島村 04996-9-0111

小笠原村 04998-2-2486 小笠原支庁総務課 04998(2)2121

03-5828-7547 台東区 福祉部福祉課 03(5246)1173 上野 03-3847-8609

芝地区総合支所区民課生活福祉係 03(3578)3171

麻布地区総合支所区民課生活福祉係 03(5114)8823

赤坂地区総合支所区民課生活福祉係 03(5413)7277

高輪総合支所区民課生活福祉係 03(5421)7087

芝浦港南地区総合支所区民課生活福祉係 03(6400)0023

03-5718-7171 品川区 健康福祉事業部生活福祉課　 03(5742)6545

大森生活福祉課 03(5764)0665

蒲田生活福祉課 03(5713)1706

調布生活福祉課 03(3726)0791

糀谷・羽田生活福祉課 03(3741)6521

03-3711-4995 目黒区 健康福祉部健康福祉計画課 03(5722)9627

03-5457-2200 渋谷区 福祉保健部生活福祉課
03(3463)2116
内線2296

世田谷総合支所生活支援課
（世田谷福祉事務所）

03(5432)2540

北沢総合支所生活支援課
（北沢福祉事務所）

03(3323)1033

多摩川総合支所生活支援課
（玉川福祉事務所）

03(3702)2172

砧総合支所生活支援課
（砧福祉事務所）

03(3482)5401

烏山総合支所生活支援課
（烏山福祉事務所）

03(3326)6112

03-5273-3541 新宿区 地域文化部消費者支援等担当課就労支援課 03(5273)3925

03-5380-5775 中野区 健康福祉部生活援護分野 03(3228)8950

荻窪事務所 03(3398)9104

高円寺事務所 03(5306)2611

高井戸事務所 03(3332)7221

03-3981-2930 豊島区 保健福祉部福祉総務課 03(3981)1059

03-3964-0556 板橋区 福祉部管理課援護係 03(3579)2354

練馬総合福祉事務所相談係 03(5984)1679

石神井総合福祉事務所相談係 03(5393)2802

大泉総合福祉事務所相談係 03(5905)5263

光が丘総合福祉事務所相談係 03(5997)7714

03-3907-9494 北区 健康福祉部生活福祉課生活支援係 03(3908)9004 王子 03-5390-8609

中部福祉事務所 03(3880)5419

千住福祉事務所 03(3888)3141

東部福祉事務所 03(3605)7105

西部福祉事務所 03(3897)5011

北部福祉事務所 03(3883)6800

03-3802-3155 荒川区 福祉部福祉推進課
03(3802)3111
内線2616
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台東区

品川区

目黒区

渋谷区

新宿区

中野区

豊島区

北区

管轄地区

千代田区

中央区

文京区

品川

飯田橋

足立

04992(2)4421大島支庁総務課

三宅支庁総務課 04994(2)1311

03-3870-8609

03-5325-9593

池袋 03-5911-8609

新宿

住宅手当窓口（自治体）

東京都

港区

03-3476-8609

大森 03-5493-8609

八丈支庁総務課 04996(2)1112

03-3812-8609

03-3450-8609

ハローワーク

渋谷

港区

大田区

世田谷区

杉並区

大田区

世田谷区

杉並区

練馬区

03-3431-9988

03-3736-2021

03-3419-2611

03-5347-3134

板橋区

練馬区

足立区

荒川区

03-3991-5560

03-3880-5740 足立区



社会福祉協議会

電話番号 実施主体名 問い合わせ先 電話番号 安定所名 電話番号

03-3614-3902 墨田区 福祉保健部厚生課 03(5608)6151

03-5698-2457 葛飾区 福祉部福祉管理課緊急特別措置事業
03(3695)1111
内線2334

生活援護第一課 03(5662)8169

生活援護第二課 03(3657)7855

生活援護第三課 03(5659)6610

生活支援部保護第一課 03(3647)8487

生活支援部保護第二課 03(3637)3741

042-620-7282 八王子市 八王子市社会福祉協議会 042(620)7436

042-582-2319 日野市 健康福祉部ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰﾁｰﾑ 042(586)0611

042-529-8300 立川市 立川市社会福祉協議会 042(529)8300

042-544-0388 昭島市 保健福祉部生活福祉課
042(544)5111
内線2125

042-386-0294 小金井市 小金井市社会福祉協議会 042(386)0294

042-344-1217 小平市 健康福祉部生活福祉課 042(346)9545

042-394-6333 東村山市 健康福祉部生活福祉課
042(393)5111
内線3112

042-324-8311 国分寺市 福祉保健部生活福祉課
042(325)0111
内線346・533

042-575-3226 国立市 健康福祉部福祉総務課
042(576)2111

内線125

042-564-0012 東大和市 福祉部生活福祉課
042(563)2111
内線1111

042-566-0061 武蔵村山市 健康福祉部生活福祉課
042(565)1111

内線165

0428-22-1111 青梅市 健康福祉部福祉総務課
0428(22)1111

内線576

042-552-2121 福生市 福祉保健部社会福祉課
042(551)1511
内線2612

042-559-6711 あきる野市 健康福祉部生活福祉課 042(558)1927

042-554-0304 羽村市 福祉健康部社会福祉課
042(555)1111

内線112

瑞穂町 042-557-0159

日の出町 042-597-4848

檜原村 042-598-0085

奥多摩町 0428-83-3855

0422-46-1108 三鷹市 三鷹市社会福祉協議会 0422(46)1108

0422-23-0701 武蔵野市 武蔵野市民社会福祉協議会 0422(23)0701

042-495-5333 清瀬市 健康福祉部生活福祉課庶務係
042(492)5111

内線167

042-420-9294 東久留米市 福祉保健部福祉総務課
042(470)7777
内線2519

福祉部生活福祉課（保谷庁舎）
042(464)1311
内線2352

福祉部生活福祉課（田無庁舎）
042(464)1311
内線1583

042-722-4898 町田市 地域福祉部生活援護課就労・住宅相談 042(729)7670 町田 042-732-8609

042-360-9996 府中市 府中市社会福祉協議会 042(364)5382

042-481-7693 調布市 福祉健康部生活福祉課 042(481)7098

03-3488-0294 狛江市 福祉保健部生活支援課
03(3430)1111
内線2238･2212

042-373-5622 多摩市 健康福祉部生活福祉課 042(338)6853

042-378-3366 稲城市 福祉部生活福祉課
042(378)2111

内線214
稲城市

町田市

府中市

調布市

清瀬市

東久留米市

狛江市

多摩市

羽村市

西
多
摩
郡

三鷹市

武蔵野市

武蔵村山市

青梅市

福生市

あきる野市

東村山市

国分寺市

国立市

東大和市

墨田区

葛飾区

江戸川区

西東京市

八王子市

日野市

立川市

昭島市

小金井市

小平市

管轄地区

0428(22)1165

墨田

住宅手当窓口（自治体）

三鷹

042-648-8609八王子

木場

042-525-8609

0428-24-8609

府中

立川

青梅

042-336-8609

0422-47-8609

03-5669-8609

03-3643-8609

ハローワーク

西多摩福祉事務所

江東区江東区 03-3647-1898

西東京市042-438-3771

03-5662-5557

東京都

江戸川区

◇◇◇　ご相談はお住まいの地域の各窓口へ　◇◇◇
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